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縄
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績
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・
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雑

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
の
陽
農
聞
に
就
い
て

鵠

霧

ま華

閥
J
V
U
士
卒
の
師
農
商
に
就
て

堀

江

藤

保

序

言

王
政
復
古
と
共
に
武
士
は
従
来
の
階
級
的
特
捕
を
失
ム
事
と

た
り
、
そ
の
底
世
如
何
は
維
新
宮
時
の
最
も
中
期
大
在
る
枇
曾
上

の
川
題
で
あ
っ
た
。
而
て
一
時
に
モ
の
株
主
夫
は
し
む
れ
ば
多

教
の
武
士
を
忽
ち
生
活
白
苦
難
に
陥
れ
る
事
と
左
り
、
さ
れ
ば

主
て
従
来
の
ま
L
級
制
を
維
持
す
る
事
は
新
政
府
の
符
し
得
ざ

る
所
で
あ
る
か
ら
、

己
主
陀
蹄
車
両
肉
の
方
法
が
誹
ぜ
ら
れ
て
秩

総
公
債
の
後
行
を
見
、
或
は
金
誠
公
債
の
下
附
に
よ
っ
て
永
世

時
D
支
給
を
兎
が
る
主
事
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
目
内
師

長
商
は
新
政
府
の
設
も
平
〈
着
目
し
た
別
で
あ
り
、
首
時
の
武

士
中
に
も
よ
く
時
勢
を
洞
察
し
て
農
商
に
蹄
甘
ん
事
を
願
ム
者

第
二
十
八
巻

第
四
批

λ 

も
&' 
く
な
由通

〈コ
ーた
f毒

特〉六
= 

武又
士
階
量投
底
t置
の
「問
題
f弾
決
k己
致
合t

し
所
少
し
止
せ
左
い
。
依
て
京
都
府
に
於
け
る
院
長
簡
の
有
様

を
稿
本
「
京
都
府
史
」
に
就
て
覗
ひ
、
以
て
腕
最
前
の
斜
路
並
に

意
義
の
酬
明
、
越
を
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
。

第

明
治
六
年
以
前

ω蹄
農
商

一
、
健
幕
府
興
力
及
び
同
心

維
新
白
戦
乱
と
北
ハ
に
徳
川
氏

に
せ
し
武
士
は
江
戸
又
は
静
岡
へ
去
り
、
京
都
に
残
っ
た
も

の
は
多
数
の
典
力
及
び
同
心
白
類
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
二
保
。

所
司
代
に
配
属
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
徳
川
氏
が
静
岡
瀧

主
に
封
ぜ
ら
れ
た
る
以
前
に
朝
廷
方
に
つ
き
た
る
者
は
、
順
逆

の
道
を
判
然
排
へ
た
る
に
よ
り
、

蹄
順
占
稲
せ
ら
れ
て
諸
官
に

任
用
或
は
府
兵
に
入
隊
等
夫
立
地
首
な
る
方
法
れ
ぞ
講
ぜ
ら
る
込

事
と
な
り
、
そ
の
以
後
の
者
は
、
替
主
家
の
扶
助
主
受
け
難
吉

に
よ
り
御
布
令
を
慕
っ
て
上
京
せ
し
も
の
在
れ
ば
、
天
下
の
窮

民
た
り
主
稀
せ
ら
れ
て
.
才
あ
ら
ば
官

κ登
用
し
.
然
ら
ざ
る

者
に
は
七
ヶ
月
分
の
扶
助

E
同
時
ム
る
事
と
な
っ
た
。

ζ

の
官
に

登
用
せ
ら
れ
ざ
る
者
は
、
越
宜
主
取
り
を
す
る
も
農
商
に
隠
る

明治財政阜、容λ、74頁1) 



も
各
自
の
自
由
主
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

従
来
犬
老
・
家
老
以
下
口
比
較
・
仲
間
・
小
者
に
一
会
る
ま
で

軍
E
立
て
ら
れ
て
印
刷

武
士
の
階
級
制
度
は
、
明
治
一
一
年
五
月

に
中
下
六
夫
士
と
心
へ
別
せ
ら
れ
、
更
に
二
年
卜
二
月
列
落
封
'
い
し

を
潜
還
し
て
府
蒋
臓
の
三
治
と
し
二
時
山
政
令
山
づ
る
に
及

ぴ
、
士
族
及
び
卒
の
二
階
級
制
止
た
り
、
武
士
は
総
て
各
府
蒋

耐
脚
の
傍
聴

ι胤
し
、
止
の
一
米
地
制
有
は
悉
く
出
申
越
し
て
班
め
て

康
米
を
賜
ふ
事
・
と
た
っ
た
。
と
の
結
果
幕
府
の
奥
力
及
び
同
心

も
夫
主
と
の
二
階
級
に
編
入
せ
ら
れ
、

一
時
定
っ
た
扶
助
制
度

を
践
し
て
一
般
脇
制
に
準
じ
、
士
族
に
列
せ
ら
れ
た
者
は
永
世

秘
又
は
絡
身
路
、
卒
は
修
身
扶
持
を
受
〈
る
事
主
た
っ
た
白
で

あ
る
。
初
め
京
都
府
K
於
て
は

一
克
典
力
は
士
族
、

一
克
同
心
・

足
晦
は
卒
に
編
入
す
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
太
政
官
忙
於
で
は
、

幕
府
に
於
て
席
以
上
ピ
唱
へ
た
る
者
を
士
族
に
、
そ
れ
以
下
及

ぴ
炉
、
席
は
卒
に
編
入
す
る
事
に
決
定
し
た
る
を
以
て
、
一
克
典
力

中
に
も
卒
に
編
入
さ
る
a

込
者
あ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
約
一
年
主
鰹
た
る
三
年
十
一
月
に
は
、
修
身
何
人

扶
持
と
呼
ば
れ
た
る
挟
持
制
度
を
現
米
の
石
敷
に
改
算
し
て

雑

離

京
都
府
に
於
げ
る
士
卒
白
隠
健
闘
に
就
い
て

年
同
の
給
額
占
し
、
更
に
と
の
一
給
米
主
受
く
る
者
の
内
農
商
に

巌

師
籍
せ
ん
事
を
腕
ム
者
忙
は
‘
生
産
資
本
と
し
て
一
時
給
米
手

首
陀
代
へ
て
左
の
諮
り
現
金
配
下
波
ナ
事
と
た
っ
た
。
査
し
ヰ

の
給
米
は
一
代
畑
山
り
で
あ
り
、
事
寅
ト
ι
附

H
M凡
な
ね
と
も
臥
ら

守
、
か
く
て
は
遺
族
の
悶
窮
主
た
る
か
ら
、
速
か
に
生
産
事
業

に
携
ら
し
め
ん
と
欲
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
給
地
明
石
λ
石
λ
ヰ
可
制
下
帯
へ

一同

b
石
間
断

一
同
有
石
二
一
ヰ
同
断

一
同
三
石
五
斗
同
断

一

同

一

石

λ
斗

金一-一百耐

金
二
百

E
十
両

金
二
百

M

金
百
五
十
M

金
百
岡

京
都
府
に
於
て
は
、
一
克
典
力
は
一
一
-
百
雨
、
一
元
同
心
は
二
百
雨

を
、
軌
れ
も
明
治
三
年
分
白
挟
持
額
を
控
除
し
て
受
け
得
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
算
訟
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
金
一
ニ
百
雨

但
元
典
力
卸
A
7
帰
農
商
願
出
之
者
「
一
時
錫
桐
扶
肋
被
下
高

但
赴
迄
の
救
助
扶
持
一
九
人
口
走
職
制
に
直
し
現
米
九
石
を
和

市
石
に
付
凡
人
凶
替
に
し
て
常
午
年
分
漉
辻
引
之

時
間
て
武
百
武
扮
入
両

但
漉
辻

第
ニ
十
八
巻

第
四
磁

一
三
九

ハ=一九

江戸披にで、「邸閣の問j以上回待遇を受けたる者を『席以上Jt呼λ官。嵐
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雑

録

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
。
碕
農
商
に
就
い
て

金
制
虻
百
岡
山
場
合
も
計
算
は
同
様
で
あ
り
、
而
て
蹄
農
商
山

闘
が
明
治
何
年
の
者
も
三
年
の
分
し
か
義
引
か
な
い
と
い
ム
頗

る
寛
大

k
，o虎
岨
旺
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
紡
県
三
年
十

月
山
高
山
崎
農
閥
的
側
者
は

元
諸
組
民
力
ニ
エ
人

元
時
相
同
心
一
士
O
人

計

一

九

二

人

の
多
き
に
越
し
て
尉
る
。

此
金
合

同

六
、
六
O
O岡

三
削
、

o
o
b困

凹
O
、六
O
O雨

け
れ
ど
も
此
等
は
直
ち
に
許
可
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
左
か
っ

た
。
恰
も
此
の
頃
東
京
に
於
て
卒
は
総
身
怠
り
や
否
や
の
議
論

が
山
川
て
政
府
も
そ
の
裁
一
止
に
苦
み
、
蹄
曲
属
商
手
首
の
一
給
興
は
第

こ
の
問
題
占
左
り
、
従
っ
て
京
都
府
に
於
て
も
問
願
者
忙
到
し

て
そ
の
取
下
げ
を
許
し
、
或
は
抵
に
一
部
奥
へ
た
る
資
金
主
返

上
せ
し
め
て
現
石
給
米
制
度
比
復
す
る
等
様
々
の
手
遠
山
を
生

じ
た
。
抵
に
卒
は
絡
身
・
と
確
定
し
て
着
々
萄
幕
臣
の
整
理
捗
り

つ
L
め
っ
た
京
都
府
で
は
、
政
府
の
と
の
態
度
を
茜
だ
触
ら
宇

思
叫
、
数
次
政
府
に
質
問
を
愛
し
或
は
意
見
配
開
陳
し
て
打
開

に
努
め
た
。
、
印
ち
削
年
-
一
見
三
十
日
岩
音
大
納
官
へ
の
自
説
欺
山
一

師
に
同
〈
、
「
帥
今
世
襲
主
昆
込
争
、
是
迄
蹄
鹿
等
闘
山
候
て
政
て
本
人

第
二
十
八
巻

六
回

O

第
同
観

四
O 

回
目
且
に
任
せ
願
下
銘
融
候
て
、
他
日
に
圭
り
一
代
胆
町
之
制
制
度
被
仰

山
候
節
目
、
乃
前
書
に
も
申
候
掴
リ
一
時
の
献
は
却
て
大
同
説
。
趨
算

に
可
制
成
、
貨
に
悶
拙
白
車
に
御
座
候
。
若
又
即
今
工
刊
腕
り
と
見
込

み
.
是
畠
野
農
轄
刷
出
航
者
其
掴
岨
計
怯
て
、
他
日
に
亙
世
襲
山
山
御
制

度
融
仰
出
候
時
館
、
折
角
御
趣
意
を
半
惜
し
畑
農
商
致
候
者
大
不
幸
に

て
、
限
然
御
給
典
を
仰
ぎ
候
唱
却
て
大
卒
止
伴
鉱
牒
可
相
成
E
如
此
辛

不
串
に
相
成
般
へ
ば
同
〈
一
昨
山
平
に
て
悩
今
回
此
分
に
相
成
、
其
不

都
合
た
る
歯
応
各
催
。
匝
士
山
己
な
b
y、
何
の
同
日
航
人
民
に
臨
み

可
申
説
。
且
地
方
官
t
c
L
て
法
制
山
備
を
私
す
る
に
刷
出
リ
貨
に
不
料

棒
儀
と
柑
考
候
故
、
執
れ
を
宜
と
も
不
宜
と
も
離
判
決
如
何
可
致
哉
と

泊
揖
維
谷
候
一
百
々
」
と
。
)

右
の
如
き
卒
の
身
分
に
闘
し
て
紡
糾
を
見
た
る
所
以
は
、
隣

務
世
師
糊
忙
際

L
て
府
間
開
管
轄
地
域
民
同
時
肋
を
生
じ
、
た
め
に
同

一
府
麟
内
に
於
て
、
元
同
一
身
分
の
者
が
或
は
士
族
主
在
り
或

は
卒
・
と
た
る
如
き
不
公
平
を
見
た
る
結
果
に
し
て
、
太
政
官
も

品
嘩
虻
卒
階
級
を
腹
絶
す
る
事
忙
決
し
た
。
即
も
明
治
五
年
正
月

の
布
告
忙
よ
れ
ば
、
世
艇
の
委
主
左
せ
る
卒
は
綿
て
士
旗
に
綱

入
し
で
永
世
株
主
給
せ
ら
れ
、

て
経
身
職
E 
給
興
せ
ら
る
L 

事
と一
在 1-1:
つ抱
売、の。u者

4足は
つよも
て箱
詰T は
記編
二入
百し

名
に
遺
書
元
興
力
及
び
伺
心
に
封
ず
る
生
産
資
金
主
一
時
に
下

世晴嵐分甑末時、 29，30頁3) 



渡
す
制
度
は
殆

E
不
成
功
に
抽
枯
れ
り
ル
」
見
る
べ
く
、
四
年
八
月

に
元
同
時
刀
六
人
が
資
金
下
渡
し
bz
受
け
た
る
事
が
記
録
せ
ら
る

h

に
過
ぎ
な
い
。

-
一
、
京
都
所
司
代
抱
歩
卒

と
れ
は
明
治
一
一
一
年
十
六
回
の
布

告
に
よ
っ
て
蹄
農
商
主
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
府
に

於
て
は
彼
等
に
針
し
て
産
業
資
金
下
賜
方
を
講
じ
て
居
た
が

太
政
官
は
之
に
反
封
し
、
大
阪
府
一
元
城
代
抱
歩
卒
同
様
資
金
主

下
賜
せ
ざ
る
旨
地
建
し
た
。
そ
の
剛
山
と
す
る
川
は
、
抱
歩
卒

は
所
司
代
の
彼
知
中
よ
り
手
首

E
受
け
て
居
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
た
と
ひ
牢
詩
そ
の
他
低
吉
身
分
の
者
で
も
幕
府
の
勘
定
所

へ
手
形
E
入
れ
て
高
扶
持
主
受
取
っ
て
居
先
者
と
は
同
列
に
世

き
難
い
企
い
ム
の
で
あ
る
o
之
に
封
し
て
京
都
府
目
、
抱
歩
卒

は
公
役
に
就
い
て
居
た
も
の
で
あ
り
、
下
見
出
出
掃
除
の
如
き
は

た
と
ひ
勘
定
所
よ
り
直
抜
高
扶
持
主
受
け
て
居
て
も
寅
質
的
に

は
私
的
職
務
に
従
事
し
て
居
た
者
で
あ
る
、
若
し
そ
れ
等
下
見

庭
掃
除
ま
で
卒
と
し
て
取
立
て
ら
る
L
た
ら
ば
抱
歩
卒
も
同
様

に
取
扱
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
扶
持
米
の
出
魔
よ
り
す
る
形
式
的

差
別
論
は
不
可
た
り
L

と
し
て

E
と
迄
も
卒
に
採
用
せ
ら
る
べ

雑

障

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
の
蹄
農
商
に
就
い
て

き
を
主
張
し
た
。
己
白
交
渉
は
四
片
よ
り
十
二
月
に
亘
っ
て
漸

〈
解
決
し
司
双
方
譲
歩
し
て
一
人
間
十
五
岡
犯
を
一
時
に
胤
ハ
へ

て
民
籍
に
編
入
す
る
事

t
h仏
り
、
そ
の
数
百
間
十
八
名
り
多
吉

に
拝
っ
た
。

=
一
.
宮
.
華
民
及
び
枇
寺
の
家
士

白
位
、
華
族
白
家
士
に
は

大
夫
、
侍
、
近
習
、
青
士
、
小
頭
、
仲
番
等
山
階
級
が
あ
り
、

寺
院
に
は
と
れ
等
の
他
に
坊
官
、
侍
法
川
、
峡
人
、
承
仕
等
白

階
級
が
あ
っ
た
。
と
れ
ら
家
土
は
三
年
十
二
尽
に
、
士
半
に
編

入
せ
ら
れ
、
或
は
民
籍
に
鍋
入
せ
ら
る
込
事

t-危
う
た
が
、
そ

の
底
分
を
表
示
す
れ
ば
左
竺
迎
り
で
あ
る
叫

車士士士士

議唱 士 士

て 族 族 111: 
籍同 平、 Vl 

卒
上

t亡 2ζ 
"二

相

嗣入 編 絹 恩者
せ 入 入

b 
る

民錨 民益百

首守な三 .Ilt に tご

手編
字4提P耐をH 旬A 

叫

~ 由入

者動仕な

L ~ 

而
て
、
京
都
府
に
於
て
寺
院
の
家
士
が
士
族
及
び
卒

ι取
立

τ

第
二
十
λ
巻

/、
四

第
四
醜

四

上、 6.26.27頁重量四同4) 



雑

録

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
の
蹄
農
商
に
就
い
て

ら
れ
た
る
激
は
寺
政
二
一
、
人
員
二
五
二
人
、
株
高
合
計
二
五

七
九
石
八
(
但
‘
岡
本
願
寺
、
奥
正
寺
、
醐
光
寺
自
家
士
に
し
て
士

族
.
卒
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
者
は
、
悉

t
制
臓
な
よ
匂
を
以
て
右
自
動
宇

巾

K
M
は
ら
ず
}
で
あ
る
o

手
賞
金
主
受
け
て
民
籍
に
編
入
せ
ら

る
h
A
吋
に
就
き

四
年
間
月
の
刈
則
に
よ
れ
ば
、
モ
の
金
高
制

合
は一-7

4
a
z
一
年
以
上
勘
羽
田
分

二
十
九
年
以
下
二
十
年
以

ι同
断

十
丸
年
以
下
五
年
以
上
嗣
断

四
年
以
下
問
断

と
た
っ
て
尉
る
吋
京
都
府
に
於
て
は
と
の
腕
の
者
は
相
賞
多
か

金
七
桁
到
副

金
引
拾
附

金
サ
五
踊

不
被
下
事

っ
た
事
主
思
は
れ
る
が
、
「
京
都
府
史
し
に
は
、
華
族
四
保
隆
商

の
家
士
二
人
が
夫
々
五
十
雨
、
廿
五
阿
世
下
賜
さ
れ
て
居
る
の

が
見
え
る
の
み
U
あ
る
。

四

一
般
士
族
及
び
卒

と
aa
に
一
般
士
族
及
び
卒
と
云
ム

は
、
一
冗
興
力
、
同
必
に
し
て
と
の
階
級
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
以

外
の
者
白
線
稀
で
あ
る
。
彼
等
に
封
ず
る
師
農
商
資
金
の
下
賜

方
法
は
、
元
奥
力
、
同
心
に
到
す
る
止
別
様
に
取
扱
は
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
郎
ち
明
治
三
年
十
一
一
月
の
布
告
に
よ
り
、
一
一
一
府
醤

第
二
十
入
管

第
四
秘

四

7'¥. 
四

臓
の
士
族
、
卒
に
し
て
蹄
農
商
を
願
出
づ
る
者
に
は
、
聞
旅
五

ヶ
年
分
(
後
に
五
ヶ
年
分
又
は
三
ヶ
年
分
〉
を
一
時
比
支
給
せ
ら

る
L
事
止
-
な
っ
た
。
京
都
府
に
於
て
、
と
の
規
則
に
従
っ
て
良

簡
に
踊
れ
る
者
は
、
四
年
十
二
月
迄
の
分
、
士
族
十
九
人
卒
四

人
、
計
二
十
二
人
で
あ
る
。
己
れ
は
機
器
置
臓
の
結
果
、
府
腕
脚

の
管
轄
直
域
も
時
四
A
Y
る
事
主
た
り
、
叉
三
府
首
闘
嚇
の
み
た
ら
宇

み
闘
一
山
怖
に
士
族
、
卒
の
成
分
方
訟
を
誹
宇
品
事
が
必
要
と
む

っ
た
矯
め
で
あ
ら
う
、
右
の
規
則
は
四
年
十
二
月
の
布
告
に
よ

っ
て
股
止
せ
ら
る
主
事
・
と
た
っ
た
が
可
新
規
則
の
制
定
を
見
る

ま
で
備
と
の
規
則
に

t
る
腕
農
商
が
認
め
ら
れ
た
様
で
あ
る
。

自H
ち

七
年
二
月
の
京
都
府
よ
り
の
伺
書
に
よ
れ
ば
、
六
年
十

一
一
月
新
規
則
制
定
迄
に
原
誠
五
ヶ
年
介
又
は
三
ヶ
年
分
配
賜
っ

て
農
商
に
仰
れ
る
者
=
一
十
五
人
止
危
う
て
肘
h
v
J
吋
「
京
都
府
県
」

に
記
載
せ
る
修
身
扶
持
士
挨
決
海
櫨
堂
。
踊
盛
尚
(
五
年
十
月

出
願
六
年
一
月
許
可
)
の
如
き
は
そ
の
著
例
で
あ
る
。
試
み
に

扶
持
米
換
算
方
法
主
示
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

決
梅
枕
位
扶
持
一
-
一
ヶ
年
分
令
算

一一割米
λ
石
七
ヰ
五
升
亙
人
口
}
ヶ
年
分

同土、 6頁

世崎蕗分参考書、 88.<)0買

明治則政虫、容λ、 JOJ頁
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一-一年分

骨
威
拾
六
石
武
ヰ
五
升

代
金
九
折
七
耐
一
ニ
分
永
拾
宜
文
王
分

先
月
中
歯
車
削
減
平
均
相
場
査
石

ι
付

金
参
両
ニ
分
承
=
百
二
十
凹
宜
凹
分
替

此
所
へ
金
百
岡
下
賜
快
事

右
の
計
算
書
は
楓
生
白
師
曲
民
両
側
沓
に
附
け
て
京
都
府
よ
り
犬
山
畑

省
へ
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
大
政
省
は
「
書
回
申
立
ノ

週
金
百
凶
被
下
候
」
左
指
令
し
、
現
金
は
出
納
寮
よ
り
受
取
る

様
附
加
へ
て
居
る
。

期r八等
む 月 t亡
諸彼召
職等仕
役にへ
t亡 ~H 芦己
目1す る
兵る足
の扶事E
有助
ゴIIr: 市l但士
並皮?族
/z:.が小及
=t立者ぴ
人ての卒
よら類の
りれで陪
受、あ従
付 占 勘 る 者

1<:署動 o '" 
る可で日月は
扶政治、
助、三そ
額維年れ

宜
、
士
族
卒
陪
従
者

二
十
岡
乃
至
百
耐
の
救
助
扶
持

E
一
年
乃
至
五
年

の
問
輿
へ
ら
れ
て
民
籍
に
銅
入
せ
ら
れ
ゆ
夏
に
と
の
扶
持

E
↓

に
膝
じ
て
、

時
に
受
く
る
事
も
許
さ
れ
た
。
と
れ
削
ち
主
人
目
職
制
が
改
め

ら
れ
た
結
某
扶
助
行
腿
き
粂
ぬ
る
に
よ
り
、
そ
の
救
済
白
意
味

で
作
ら
れ
し
制
度
で
あ
っ
て
‘
一
旦
農
商
に
蹄
し
本
籍
定
ま
り

し
上
な
ら
ば
醤
主
人
又
は
他
人
に
召
抱
へ
ら
る
h
事
も
許
ヨ
れ

韓

錐

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
。
蕗
農
闘
に
就
い
て

to 
o 京

都
府
に
於
て
此
の
規
則
に
準
じ
て
蹄
籍
せ
る
例
は
、
五
年

四
月
十
四
日
に
許
可
せ
ら
れ
た
る
土
候
小
痢
右
胞
の
家
来
四
十

六
人
で
あ
る
。
そ
の
内
諾
左
白
如
し
。

ゴh 同

4勘k 年 十代
よ白f以t 

代

ιA SLJ三以

上 右 主主 J，-I' 

。。。。
，、

O UH 
fO t 

" 
。

以

--'L 二五
-一= ケ十 ケ十 ケ十 ケト

年ケ十両 助
年踊 年隔 呈里 年同

ー時金同
Rq プミ 1， 宜

酎

の 。。。企里池上
人

四
プξ プて 型企 日

救
五 WJ 

λ O 0 六 金
)¥ 四 λ 

八O O rm A 計n 。の 。仁、

以
上
五
種
類
陀
分
っ
て
師
農
商
白
大
株
主
地
べ
た
。
付
れ
ど

よ、 33頁以下、

も
と
れ
は
武
士
の
誠
制
改
革
に
伴
ム
附
随
的
の
も
の
に
過
ぎ

守
、
従
っ
て
底
分
せ
ら
れ
た
者
も
最
下
殺
者
に
止
っ
た
。
と
の

蹄
曲
調
商
の
意
識
に
就
て
は
結
論
へ
諮
る
事
ど
し
・
先
づ
六
年
以

後
の
分
を
越
ベ
土
う
。

同8) 
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二
十
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雑

鍬

京
都
府
に
於
け
る
士
串
申
蹄
農
商
に
就
い
て

第

明
治
六
年
以
後
の
蹄
農
商

-
、
士
族
の
範
闘

第
一
に
於
て
述
べ
た
る
如
く
、
武
士
の

階
級
制
度
改
正
は
明
治
六
年
迄
に
結
了
し
、

一
時
設
け
ら
れ
た

る
卒
階
赦
も
結
局
臨
止
せ
ら
れ
た
。
而
て
京
市
府
所
属
の
卒
中

士
族
に
編
入
せ
ら
れ
た
者
は
、
元
国
部
廊
阿
人
、
元
組
図
版
同

冗
山
家

百
六
人
(
以
上
五
年
九
月
)
、
尤
淀
川
相
三
白
六
十
八
人
、

勝
三
十
四
人
、
謀
議
七
十
人
(
以
上
五
年
十
邸
主
管

建
っ
て
居
る
。

一
且
卒
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
輿
力
同
心
に
し

τ

夏
め
て
士
族
に
制
入
せ
ら
れ
た
る
者
も
存
す
る
で
あ
ち
う
事

は
、
前
記
不
成
功
に
柑
枯
れ
る
蹄
農
商
よ
り
容
易
に
推
楽
し
得
る

の
で
あ
る
。
そ
の
他
上
級
武
士
は
勿
論
、
朝
廷
に
仕
え
た
る
役

入
、
官
、
華
族
家
土
に
し
て
士
族
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
者
等
、

系
統
如
何
を
悶
は
宇
士
族
は
一
括
し
て
明
治
六
年
以
後
の
政
府

の
授
産
事
業
の
封
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

=
、
授
産
方
法

華
族
以
下
総
て
職
業
白
内
山
E
公
詐
せ
ら

れ
た
白
は
明
治
問
竿
十
二
月
で
あ
る
が
、
太
政
官
は
六
年
十
二

月
新
た
に
日
阿
国
法
を
設
け
、
家
総
賀
典
旅
を
奉
還
す
る
者
に
は

第
二
十
λ
巻

六
回
目

第
四
韓

四
回

規
則
に
従
っ
て
産
業
資
金
主
給
す
る
事
と
し
た
。
而
も
そ
の
資

金
を
以
て
図
有
土
地
の
安
債
な
鋤
下
を
得
し
む
る
等
頗
る
計
茸

的
な
る
鮪
に
於
て
、
従
来
行
は
れ
て
居
た
も
の
主
異
り
.
二
闘

に
於
て
施
政
の
基
礎
漸
く
同
定
せ
る
事
を
物
語
っ
て
居
る
。

「
家
総
奉
還
者
へ
資
金
披
下
方
規
則
」
及
び
「
産
業
資
本
の
た
め

官
林
荒
蕪
地
椀
下

J

則
〕
に
よ
っ
て
そ
の
一
班
を
述
べ
よ
う
。

、，，イ
授
底
義
金
受
給
者
家
総
賞
典
秘
合
せ
て
函
石
未
満
の
者

に
し
て
現
在
官
職
に
就
い
て
居
な
い
者
に
限
る
。
己
れ
雄
総
者

は
旦
夕
の
糊
口
に
も
差
支
へ
、
産
業
に
従
事
せ
ん
と
欲
す
る
も

資
金
調
態
の
詮
た
き
を
以
て
で
あ
る
。
後
受
給
者
の
範
聞
は
損

大
せ
ら
れ
、
在
官
の
者
た
り
占
も
奉
還
を
詐
さ
れ
(
七
年
一
月
)
、

百
石
以
上
白
者
の
奉
還
を
も
許
し
(
同
十
一
年
)
、

E
っ
俸
協
の

一
部
の
奉
還
も
認
め
ら
れ
た
c
注
目
す
べ
き
は
、
一
冗
一
代
卒
に

て
民
籍
へ
編
入
せ
ら
れ
絡
身
株
主
受
け
て
居
た
者
も
、
己
の
別

定
に
従
っ
て
資
金
を
受
け
得
る
事
と
せ
ら
れ
た
事
で
あ
る
。

ロ
資
金
制
永
世
鵡
は
六
ヶ
年
分
、
経
身
品
開
は
四
ヶ
年
分

E

一
時
に
下
賜
せ
ら
る
ι
当
事
・
と
た
リ
、
年
限
給
事
選
者
へ
は
氏
。

制
合
で
下
賜
せ
ら
れ
る
日

明治財政史、審λ、78頁以下、

執融島分多寺昔、 9'頁

9) 
10) 



建
せ
る
蹴
農
商
考
に
及
ぽ
す
事
は
不
可
能
な
り

k
D
理
山
を
以

て
聞
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
』

ハ
官
有
地
梯
下
を
受
け
得
る
者
上
越
の
士
族
及
び
元
卒
は

(
 

勿
論
、
本
規
則
制
定
以
前
の
謹
椋
者
に
し
て
未
だ
地
所
割
付
等

を
受
付
て
居
左
い
者
も
泊
加
を
受
け
る
。

〉ム
ド
地
附
掛
下
方
訟
掛
下
ぐ
ぺ
会
官
有
の
問
畑
、
城
廓
跡
、

屋
敷
跡
、
荒
蕪
地
、
山
林
等
の
反
別
地
種
主
告
示

L
、
入
札
の

方
法
を
以
て
梯
受
者

E
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
捌
干
代
慣
に
つ

い
て
立
木
以
外
は
相
営
代
慣
の
宇
額
と
し
た
事
は
、
持
費
者
の

保
謎
を
意
味
し
、
梯
下
単
位
忙
つ
い
て
問
畑
並
忙
城
廓
跡
、

敷
跡
は
一
町
歩
以
下
、
荒
蕪
地
は
=
一
町
歩
以
下
、
山
林
は
五
町

悶
畑
瓦
段
山
林
二
町
牛
を
併
せ
挽
下

P
る
も
差

歩
以
下
(
但
、

雑

錐

京
都
府
に
於
帥
り
る
士
卒
山
崎
農
聞
に
就
い
て

支
な
し
〉
主
眼
ら
れ
た
白
は
、
安
岡
田
に
乗
じ
て
行
は
る
hs
買
占

屋

防
止
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

〉ホ
代
金
比
ぴ
税
金
の
上
納
梯
下
代
金
を
一
時
忙
上
納
す
ペ

垂
事
止
せ
ら
れ
た
白
は
、
費
金
下
賜
が
}
時
在
る
矯
め
で
あ

り
、
代
金
に
公
債
椛
批
日

E
mム
る
事
を
詐
さ
れ
た
の
は
資
金

白
半
額
が
公
債
を
以
て
給
興
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
。
而
て

悌
F
地
白
地
抽
出
は
、
抽
時
間
畑
に
於
で
は
直
ち
に
従
時
白
山
岡
租
配

謀
せ
ら
れ
る
が

i

域
郎
跡
展
段
跡
は
十
ヶ
年
、
荒
川
知
地
は
十
五

ヶ
年
、
山
林
開
墾
の
分
は
二
十
ヶ
年
の
鍬
下
年
期
を
認
め
て
、

モ
の
間
無
税
占
せ
ら
れ
た
。

い
理
職
者
の
椋
税
七
年
五
月
三
目
白
布
告
忙
よ
っ
て
還
除

願
掛
の
年
よ
り
菟
除
せ
ら
れ
、

一
部
法
政
者
に
到
し
て
は
奉
湿

せ
る
部
分
に
就
て
菟
税
占
た
っ
た
。

ハ
げ
地
所
跡
干
期
限
掛
下
向
願
期
限
は
最
初
七
年
六
月
=
-
十

日
主
せ
ら
れ
て
居
た
が
十
二
月
迄
延
期
せ
ら
れ
、
従
っ
て
梯
下

底
分
の
寅
行
は
八
年
六
月
起
に
行
は
る
h
事
と
た
っ
た
。

以
上
の
如
青
政
府
白
方
針
に
基
い
て
京
都
府
も
授
産
事
裁
に

霊
力
し
売
が
、
そ
の
結
果
は
完
の
逝
り
で
あ
る
。

第
=
十
λ
巻

宍
四
五

第
四
錦

四
車

明抽財政史.佳λ， 101. J()2頁11) 
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京
都
府
に
於
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卒
回
路
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資
金
受
給
者
に
就
て
興
味
あ
る
一
例
は
授
産
曾
祉
の
設
立
で

あ
る
。
丹
波
組
岡
白
人
柳
島
誠
等
三
百
徐
人
が
協
議
し
て
下
賜

の
資
金
E
基
と
し
て
授
産
曾
祉
の
設
立
を
謀
り
.
七
年
四
月
に

枇
則

E
定
め
て
京
都
府
忙
申
情
し
、
六
月
廿
八
日
内
務
省
よ
り

第
二
十
λ
巻

山
八
回
大

第
四
揖

回
占，、

許
可
の
指
令
を
得
、
七
月
四
日
に
該
曾
枇
の
結
枇
を
許
し
た
。

但
、
そ
の
内
軒
並
に
モ
の
後
の
経
過
等
忙
至
つ
て
は
操
る
べ
き

材
料
に
接
サ
ざ
る
た
め
詳
制
に
之
を
知
る

k
得
た
い
。

以
上
述
べ
た
る
が
如
く
明
治
六
年
以
後
の
士
族
蹄
農
商
政

策
に
は
官
有
地
の
抑
下
を
伴
ひ
、
積
楓
的
陀
授
産
の
貨
を
場
ぐ

る
事
・
と
た
っ
た
。
E
れ
資
金
を
下
附
し
た
る
の
か
に
て
は
元
来

命
銭
の
担
特
に
慣
れ
ざ
る
た
め
、

そ
の
徒
殺
を
恐
れ
た
る
結
果

で
あ
り
、
又
一
・
方
よ
り
考
ふ
れ
ば
政
府
の
牧
入
E
考
慮
せ
る
結

果
で
あ
る
占
も
見
ら
れ
る
。
E
の
一
帯
雨
得
的
た
蹄
農
商
の
方

法
は
、
悉
く
成
功
せ
り
止
は
い
ひ
雑
音
も
。
武
士
階
級
の
生
産

階
級
化
に
封
し
で
は
多
大
の
効
果
を
醐
馴
ら
し
た
事
左
思
は
れ

る。

結

論

以
上
述
べ
た
る
所
に
よ
っ
て
明
か
た
る
如
〈
、
明
治
六
年
以

前
の
師
由
民
摘
は
藤
制
改
革
に
伴
ム
附
随
的
の
も
の
で
あ
ウ
た
。

従
っ
て
手
営
を
受
〈
る
事
た
〈
し
て
民
籍
へ
銅
入
せ
ら
る
a
A

者

を
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
例
外
的
忙
俸
株
主
安
換
に
産
業
資
金

各地の授産舎枇に就舎、麗井甚太郎民、 f士 族 白 就 業J<f新醤時代j第ニ年
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を
給
興
せ
ら
れ
た
る
者
も
あ
る
が
、
憾
で
を
通
じ
て
}
貫
せ
る

特
徴
は
、

蹄
曲
詰
商
k
い
ふ
言
葉
に
何
等
積
極
的
意
味
泣
き
事
で

あ
る
。
或
は
蹄
籍
、
と
い
ひ
或
は
復
籍
企
い
へ
る
よ
り
知
ら
る
L

如
く
、
農
商
と
は
平
民
籍
を
意
味
し
、
椛
っ
て
腕
農
商
止
は
単

に
武
士
の
籍
を
離
れ
る
事
を
意
味
す
る
。
印
ち
官
職
に
就
き
官

株
主
受
け
乍
ら
、
肺
農
肉
資
金
を
受
く
る
事
も
山
削
ポ
る
の
で
あ

って‘

乙
の
舶
に
闘
す
る
京
都
府
の
質
問
に
劃
し
、

四
年
五
月

太
政
官
緋
宮
は
答
へ
て
臼
く
、
「
別
紙
御
申
立
の
趣
本
資
金
の

儀
は
其
者
共
御
扶
助
を
離
札
籍
を
定
め
候
儀
に
て
在
官
非
役
無

差
別
御
渡
相
成
相
官
に
付
百
・
ご
と
。

士
族
卒
陪
従
者
に
到
し

て

一
日
一
本
籍
定
ま
れ
る
後
に
非
ざ
れ
ば
、
萄
主
人
又
は
他
人

に
仕
ふ
る
事
を
得
な
い
と
規
定
せ
る
も
、
と
の
意
味
で
あ
る
。

下
縦
士
卒
の
底
分
は
右
の
知
く
に
し
て
解
決
せ
ら
れ
た
。

之
に
封
し
て
明
治
六
年
以
後
の
蹄
英
両
は
、
士
族
の
生
産
階

級
化
を
堂
味
ず
る
。
帥
ち
、
株
制
阪
に
定
ま
り
、
士
族
は
す
べ

て
政
府
よ
り
俸
秘
を
受
く
る
事
'
と
た
っ
た
が
、
薄
功
剛
の
者
の
生

活
は
品
川
底
不
安
で
あ
り
、
且
つ
徒
食
す
る
事
は
囲
民
会
開
の
上

上
り
苦
f
A
る
も
不
経
済
な
る
を
以
て
、
職
業
自
由
の
原
則
に
基

鞍

能

京
都
府
に
於
け
る
士
官
午
の
蹄
島
商
に
就
て

い
て
農
商
何
れ
か
の
業
ほ
就
か

L
め
ん
主
計
っ
た
も
の
で
あ

る
。
而
も
商
業
は
従
来
武
士
の
卑
し
め
る
所
で
あ
り
、
叉
不
慣

れ
の
業
で
也
あ
る
の
で
、
主
と
し
て
開
墾
事
業
が
目
論
ま
れ
、

そ
の
た
め
に
官
地
の
姉
下
が
行
は
る
h
革
主
た
っ
た
n

開
墾
事

三
年
頃
既
に
数
藩
で
試
み
ち
れ
た
日
町
大
規
模

業
は
明
治
二
、

れ開の
た墾も
も 曾 の
の舵は
もの l明
少設治
〈立 1¥
~耽年
か主以
つ張後
たーすで

O"'Jるあ

人る
も。

出 曾
てm 枇
、思

各想
f也の
に 輪
設入
立と
せ割、・
ら l亡

か
〈
し
て
明
治
初
年
の
最
軍
要
た
る
枇
合
問
題
は
.
政
府
の

施
政
主
士
族
の
自
発
と
に
よ
っ
て
、
大
な
る
不
平
を
見
る
事
左

く
し
て
解
決
せ
ら
れ
た
。
た
と
ひ
蹄
拳
闘
非
武
の
直
接
の
結
果

は
悉
〈
良
好
さ
は
一
一
育
へ
-
広
か
っ
た
・
と
し
て
も
、
そ
の
間
接
の
効

果
は
認
め
ね
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

(絡〉

第
二

+λ
巻

プーz
四
七

第
四
碑

四
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